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物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について 

 

 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省医政局総務課等から通知がありましたのでお

知らせします。 

  

医療指導班 中田 

TEL 083-933-2820 

FAX 083-933-2939 


